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◆松阪市議会タブレット端末運用基準（案）の最終確認として、第3条（タブレット端末の貸与等）

の3項内の「この場合において、個人の責に帰すべき理由で費用負担が生じたときは、当該議員が

実費弁償するものとする。」を削除することで決定した。それ以外、会派からのご意見も出たが、

この基準で定めた以外の事案が発生した場合、同基準第13条に議会運営委員会で決定するとある

　今後は、再度全議員に最終確認を行い、3月17日中に意見等が出なければ、事務局で、告示

に向けての事務を進めることになった。

２．タブレット端末における会議システムの導入時期について

◆今後、タブレットが導入後どの時期に本格運用していくのかについて、協議を行った。

令和3年9月定例会には、タブレットでのペーパレス会議システムを本格運用できるように

進めていくことで決定した。

第10回議会ICT化推進プロジェクト会議記録の概要

◎山本　節　○谷口　聖　　赤塚かおり　　殿村峰代　　田中正浩
　沖　和哉　　　　　　　　　　　　◎はリーダー　○サブリーダー

 １．松阪市議会タブレット端末運用基準（案）の最終確認について

ため、その他の条文や内容については修正しないことになった。


